
1514 安中市役所　☎027－382－1111 2026年2月1日号

■日 
日
程

■時 
時
間

■期 
期
間

■場 
会
場
・
場
所

■対 
対
象
・
資
格

■内 
内
容

■定 
定
員

■￥ 
料
金
・
費
用

■持 
持
参
物

■締 
締
切

■応 
応
募
・
申
込
方
法

■申 
申
込
み
先

■問 
問
合
せ
先

■FAX 
F
A
X

☎
電
話

■e 
電
子
メ
ー
ル

■HP 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

■他 
そ
の
他

相
　談

イ
ン
フ
ォ

　メ
ー
シ
ョ
ン

文
化・生
涯
学
習

イ
ベ
ン
ト
・

　
　ス
ポ
ー
ツ

健
康・医
療・福
祉

子
育
て
・
教
育

く
ら
し
・
手
続

　安中市土地開発公社は「安中古
城住宅団地」1区画を分譲してい
ます。資料請求および詳細はお問
い合わせください。
分譲地
古城住宅団地（1区画）
面積　243.27㎡
価格　6,130,000円

安中市土地開発公社からのお知らせ
住宅団地宅地分譲のご案内 ■申 ・■問 安中市土地開発公社（□本 都市計画課内（☎内線1218））

詳しくはこちら

詳しくはこちら

　誰でもできる簡単な手話を短時
間で学べる「おためし講座」を開
催します。この機会に、あいさつ
や自分の名前を覚えませんか。

■日 ・■時 
昼の部　3月7日（土）・18日（水）・
28日（土）各日午後1時～
夜の部　3月13日（金）・27日（金）
各日午後7時～

■内 各回とも同じ内容です。都合の
よい日時にお申し込みください。
■場 あんなかスマイルパーク
■￥ 無料
■持 筆記用具

インフォメーション information
簡単な手話を学びませんか ■申 ・■問 □本 福祉課障害福祉係（☎内線1154）

　家畜（愛玩用を含む）の飼育者は
家畜伝染病予防法に基づき毎年1
回、県知事（家畜保健衛生所）に飼
育頭羽数などを届け出る必要があ
ります。
　また、重大な家畜伝染病を疑う
症状を発見した時の通報と家畜を
病気から守るための消毒などの取

り組みも義務付けられています。
　対象となる動物は、牛、鹿、
馬、羊、山羊、豚（ミニブタ、マ
イクロブタ含む）、いのしし、鶏、
あひる、うずら、きじ、だちょう、
エミュー、ほろほろ鳥および七面
鳥です。1頭（羽）でも飼育してい
る人は家畜保健衛生所に連絡して

ください。
届出内容　住所、氏名、連絡先と
令和8年2月1日現在、飼育してい
る動物の種類と頭羽数
連絡先　〒370－0074　高崎市
下小鳥町233　西部家畜保健衛生
所（☎362－2261）

家畜を愛玩目的で飼育する人にお知らせ

　ミツバチ（西洋・日本ミツバチ
を問わず、趣味での飼養も含む）
を飼養するすべての人は、養蜂振
興法に基づき毎年1回、県知事
（家畜保健衛生所）に飼育状況など
を届け出る必要があります。
　飼育しているが届け出をしてい
ない人、今後、飼育予定の人は家

畜保健衛生所に連絡してくださ
い。届出は群馬県電子申請システ
ムからも可能です。　
　また、飼育に際して適切な衛生
管理をお願いするとともに、異常
があった場合は家畜保健衛生所ま
でご連絡ください。
届出内容　住所、氏名、連絡先、

飼育場所、群数、飼育計画
連絡先　〒370－0074　高崎市
下小鳥町233　西部家畜保健衛生
所（☎362－2261）

ミツバチを飼育する人にお知らせ

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

　市は、震災発生時の建築物の倒
壊などによる被害から市民の生命
と財産を守るため、「建築物の耐
震改修の促進に関する法律」に基
づき、「安中市耐震改修促進計画
（平成20年3月）」を策定し、適宜
改定しながら耐震化の促進に取り
組んできました。
　今回、計画期間が本年度末に満
了となるため、国の基本方針や、
耐震化の現状と課題などを踏ま
え、新たな計画期間と目標を定め
る「安中市耐震改修促進計画（案）」
を作成しましたので、市民の皆さ

んから意見を募集します。
募集期間　2月2日（月）～20日（金）
※郵送の場合、2月20日必着
意見提出できる人
・本市の区域内に住所または勤務
先を有する人（法人を含む）
・本市の区域内に存する学校に在
学する人
・パブリックコメント手続に係る
事案に利害関係などを有する人
（団体を含む）
　資料の閲覧・配布、意見の提出
方法などは、□本 建築住宅課、市■HP 
でお知らせしています。

提出方法
持参：□本 建築住宅課
郵送：〒379－0192　建築住宅課
建築係あて
■FAX 381－7020
■e eizen@city.annaka.lg.jp
■他 提出意見は内容をまとめた後、
市■HP などで公表します。意見以外
の個人情報は公表せず、他の目的
にも使用しません。なお、意見に
対する個別回答は行いません。
■問 □本 建築住宅課建築係
（☎内線1258）

「安中市耐震改修促進計画」策定のための意見を募集します

　市は、これまで慣れ親しんだ
「碓氷」の名前を残しつつ、自治
体である安中市が開設する病院で

あることを、市内外を問わず利用
者に対し、より明確にするため、
4月1日から「公立碓氷病院」の

名称を「安中市立碓氷病院」に変
更します。
■問 公立碓氷病院（☎385－8221）

4月から公立碓氷病院の名称が「安中市立碓氷病院」に変わります

手話コーナー
VOL.46

■問 □本 福祉課障害福祉係（☎内線1154）

　今月は「秋間」の表現をご紹介します。
　まず、両方の手のひらを自分に向け、
少し引き寄せます。これは地域の方言手
話で「秋」の表現です（①）。
　次に、指先を前にした状態で両方の手
のひらを向き合わせます。これは「間」
という手話です（②）。
　秋・間と順に表すと「秋間」の地名に
なります。

市YouTube
手話チャンネル（写真②）（写真①）


